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津市告示第２６０号 

 平成２７年第４回津市議会定例会を次のとおり招集する。 

  平成２７年１１月１７日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 招集の日 

  平成２７年１１月２４日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 



津市告示第２６１号 

 下記の者の交付要求通知書は、あてどころ不明のため、送達することができ

ないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２７年１１月１７日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○ 

○○ ○○ 交付要求通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２６２号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例１２条第２項及び第１４条の規定に

基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規定

により次のとおり告示する。 

 平成２７年１１月１９日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年１１月 ２日 

阿漕駅前公共自転車等駐車場 ２５ 平成２７年１１月 ２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２７年１１月 ４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年１１月 ４日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年１１月 ４日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２７年１１月 ６日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年１１月 ６日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年１１月 ６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年１１月１０日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年１１月１０日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年１１月１１日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２７年１１月１２日 

久居駅前第１公共自転車等駐車場 ５２ 平成２７年１１月１２日 

桃園駅前公共自転車等駐車場 １ 平成２７年１１月１２日 

２ 保管期間 

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫 

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２６３号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２７年１１月２０日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

１２２９６６１ 平成２７年１０月１日 平成２７年１０月３０日



津市告示第２６４号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項及び津市

水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例（平成１

８年津市条例第２１９号）第８条の規定に基づき、平成２７年４月１日から同

年９月３０日までの津市水道事業、津市工業用水道事業及び津市下水道事業の

業務の状況を次のとおり公表する。 

  平成２７年１１月２６日 

津市長 前 葉 泰 幸   



１ 事業の概要 

 津市水道事業 

平成２７年４月１日から同年９月３０日までの業務量につきまして、９

月末現在の給水戸数は１２９，３８８戸、配水量は２０，２６０，３５７

 、有収水量は１７，１５７，１５４ となりました。

経営状況としましては、収益では、営業収益２，８７３，１６９，４７

７円、営業外収益４６３，７７８，５３２円、特別利益７０１，７９７円

で合計３，３３７，６４９，８０６円となりました。費用では、営業費用

２，５６２，１００，４１０円、営業外費用１４６，８９７，２８６円、

特別損失３，８１３，０７９円で合計２，７１２，８１０，７７５円とな

り、収支差引におきまして、６２４，８３９，０３１円の純利益となりま

した。 

 津市工業用水道事業 

平成２７年４月１日から同年９月３０日までの業務量につきまして、配

水量は１４８，７１４ 、有収水量は１４８，６５９ となりました。 

経営状況としましては、収益では、営業収益１０，８００，０００円と

なりました。費用では、営業費用９，９７４，４２０円となり、収支差引

におきまして、８２５，５８０円の純利益となりました。 

 津市下水道事業 

平成２７年４月１日から同年９月３０日までの業務量につきまして、９

月末現在の使用料賦課件数は４８，１０４件、有収水量は６，４１０，６

０２ となりました。

経営状況としましては、収益では、営業収益７６４，３５２，６９４円、

営業外収益１，５１１，４１６，９０１円、特別利益１３０，１６８円で 

合計２，２７５，８９９，７６３円となりました。費用では、営業費用３，

４８６，００５，４７６円、営業外費用７２０，８５６，０６６円、特別 

損失５０３，４７８，７１１円で合計４，７１０，３４０，２５３円とな 

り、収支差引におきまして、２，４３４，４４０，４９０円の純損失とな 

りました。 

２ 経理の状況 

 津市水道事業 

   損益計算書（別表１）及び貸借対照表（別表２）のとおりであります。 

 津市工業用水道事業 



損益計算書（別表３）及び貸借対照表（別表４）のとおりであります。 

 津市下水道事業 

損益計算書（別表５）及び貸借対照表（別表６）のとおりであります。 





















津市告示第２６５号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項及び津市

農業共済条例（平成１８年条例第１８５号）第１４８条の規定に基づき、平成

２７年４月１日から同年９月３０日までの津市農業共済事業の業務の状況を次

のとおり公表する。 

  平成２７年１１月２６日 

津市長 前 葉 泰 幸 















































津市告示第２６７号 

平成２８年産の麦に適用する共済掛金率等及び単位当たり共済金額等を、津

市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）第３７条第２項の規定によ

り次のとおり告示する。 

平成２７年１１月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

農作物共済（麦）共済掛金率等一覧表

農作物

共済の

共済目

的の種

類等

農作物共済の種

別

法第 107条第４項の規
定による危険段階別

単位当たり共済

金額（円／㎏）

共済掛

金率

共済加入

者負担共

済掛金率

麦１類 法第 106
条第１項

第１号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

30 

１ 農作物危険段階基

準共済掛金率設定

要領（以下「要領」

という。）により算

出した平成 10 年
産から平成 26 年
産までの麦の被害

率の平均が 15.7％
以上の農作物共済

加入者

対象麦

●パン・中華麺

161 円
●パン・中華麺以外

116 円
種子麦

190 円
対象麦及び種子

麦以外の麦

17 円

9.624 4.532904

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 10.2％以上
15.7％未満の農作
物共済加入者

8.041 3.787311

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
10.2％未満の農作
物共済加入者

7.102 3.345042

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 7.9％未満の農
作物共済加入者

6.227 2.932917



５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

4.812 2.266452

平成 27 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

7.142 3.363882

100
分の

40 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 15.7％以上
の農作物共済加入

者

同上 7.434 3.546018

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 10.2％以上
15.7％未満の農作
物共済加入者

6.211 2.962647

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
10.2％未満の農作
物共済加入者

5.486 2.616822

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 7.9％未満の農
作物共済加入者

4.810 2.294370

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

3.717 1.773009

平成 27 年産の麦
以後新たに共済関

5.517 2.631609



係の存することと

なる者

100
分の

50 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 15.7％以上
の農作物共済加入

者

同上 5.478 2.667786

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 10.2％以上
15.7％未満の農作
物共済加入者

4.577 2.228999

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
10.2％未満の農作
物共済加入者

4.042 1.968454

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 7.9％未満の農
作物共済加入者

3.544 1.725928

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

2.739 1.333893

平成 27 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

4.065 1.979655

法第 106
条第１項

第２号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

100
分の

20 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 15.7％以上
の農作物共済加入

者

同上 9.982 4.691540



物共済 ２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 10.2％以上
15.7％未満の農作
物共済加入者

8.340 3.919800

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
10.2％未満の農作
物共済加入者

7.367 3.462490

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 7.9％未満の農
作物共済加入者

6.459 3.035730

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

4.991 2.345770

平成 27 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

7.408 3.481760

100
分の

30 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 15.7％以上
の農作物共済加入

者

同上 7.192 3.437776

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 10.2％以上
15.7％未満の農作
物共済加入者

6.009 2.872302

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
5.307 2.536746



ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
10.2％未満の農作
物共済加入者

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 7.9％未満の農
作物共済加入者

4.653 2.224134

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

3.596 1.718888

平成 27 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

5.337 2.551086

100
分の

40 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 15.7％以上
の農作物共済加入

者

同上 5.158 2.522262

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 10.2％以上
15.7％未満の農作
物共済加入者

4.310 2.107590

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
10.2％未満の農作
物共済加入者

3.807 1.861623

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

3.338 1.632282



平均が 0.001％以
上 7.9％未満の農
作物共済加入者

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

2.579 1.261131

平成 27 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

3.828 1.871892

法第 106
条第１項

第３号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

10 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 15.7％以上
の農作物共済加入

者

同上 12.799 5.964334

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 10.2％以上
15.7％未満の農作
物共済加入者

10.694 4.983404

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
10.2％未満の農作
物共済加入者

9.445 4.401370

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 7.9％未満の農
作物共済加入者

8.281 3.858946

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

6.399 2.981934



入者

平成 27 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

9.498 4.426068

100
分の

20 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 15.7％以上
の農作物共済加入

者

同上 9.589 4.516419

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 10.2％以上
15.7％未満の農作
物共済加入者

8.012 3.773652

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
10.2％未満の農作
物共済加入者

7.076 3.332796

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 7.9％未満の農
作物共済加入者

6.204 2.922084

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

4.794 2.257974

平成 27 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

7.116 3.351636

100
分の

30 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

同上 6.929 3.318991



平均が 15.7％以上
の農作物共済加入

者

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 10.2％以上
15.7％未満の農作
物共済加入者

5.789 2.772931

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
10.2％未満の農作
物共済加入者

5.113 2.449127

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 7.9％未満の農
作物共済加入者

4.483 2.147357

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

3.464 1.659256

平成 27 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

5.142 2.463018

法第 150
条の３の

３第１項

に規定す

る金額を

共済金額

とする農

作物共済

100
分の

90 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 15.7％以上
の農作物共済加入

者

― 12.161 5.679187

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 10.2％以上
15.7％未満の農作

10.161 4.745187



物共済加入者

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
10.2％未満の農作
物共済加入者

8.974 4.190858

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 7.9％未満の農
作物共済加入者

7.869 3.674823

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

6.081 2.839827

平成 27 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

9.025 4.214675

100
分の

80 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 15.7％以上
の農作物共済加入

者

― 9.093 4.291896

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 10.2％以上
15.7％未満の農作
物共済加入者

7.597 3.585784

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
10.2％未満の農作
物共済加入者

6.710 3.167120



４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 7.9％未満の農
作物共済加入者

5.883 2.776776

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

4.547 2.146184

平成 27 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

6.748 3.185056

100
分の

70 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 15.7％以上
の農作物共済加入

者

― 6.600 3.174600

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 10.2％以上
15.7％未満の農作
物共済加入者

5.515 2.652715

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
10.2％未満の農作
物共済加入者

4.871 2.342951

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 7.9％未満の農
作物共済加入者

4.270 2.053870

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
3.300 1.587300



ら平成 26 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

平成 27 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

4.898 2.355938

麦２類 法第 106
条第１項

第１号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

30 

対象麦

102 円
ビール麦

104 円
種子麦

170 円
対象麦、ビール

麦及び種子麦以

外の麦  12円

7.142 3.363882

100
分の

40 

5.517 2.631609

100
分の

50 

4.065 1.979655

法第 106
条第１項

第２号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

20 

同上 7.408 3.481760

100
分の

30 

5.337 2.551086

100
分の

40 

3.828 1.871892

法第 106
条第１項

第３号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

10 

同上 9.498 4.426068

100
分の

20 

7.116 3.351636

100
分の

30 

5.142 2.463018

法第 150
条の３の

３第１項

に規定す

る金額を

共済金額

とする農

作物共済

100
分の

90 

― 9.025 4.214675

100
分の

80 

6.748 3.185056

100
分の

70 

4.898 2.355938

麦３類 法第 106
条第１項

100
分の

30 

対象麦

126 円
7.142 3.363882



第１号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

40 

種子麦

183 円
対象麦及び種子

麦以外の麦

19 円

5.517 2.631609

100
分の

50 

4.065 1.979655

法第 106
条第１項

第２号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

20 

同上 7.408 3.481760

100
分の

30 

5.337 2.551086

100
分の

40 

3.828 1.871892

法第 106
条第１項

第３号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

10 

同上 9.498 4.426068

100
分の

20 

7.116 3.351636

100
分の

30 

5.142 2.463018

法第 150
条の３の

３第１項

に規定す

る金額を

共済金額

とする農

作物共済

100
分の

90 

― 9.025 4.214675

100
分の

80 

6.748 3.185056

100
分の

70 

4.898 2.355938

麦４類 法第 106
条第１項

第１号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

30 

対象麦

133 円
種子麦

162 円
対象麦及び種子

麦以外の麦

24 円

7.142 3.363882

100
分の

40 

5.517 2.631609

100
分の

50 

4.065 1.979655

法第 106
条第１項

第２号に

規定する

金額を共

100
分の

20 

同上 7.408 3.481760

100
分の

30 

5.337 2.551086



済金額と

する農作

物共済

100
分の

40 

3.828 1.871892

法第 106
条第１項

第３号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

10 

同上 9.498 4.426068

100
分の

20 

7.116 3.351636

100
分の

30 

5.142 2.463018

法第 150
条の３の

３第１項

に規定す

る金額を

共済金額

とする農

作物共済

100
分の

90 

― 9.025 4.214675

100
分の

80 

6.748 3.185056

100
分の

70 

4.898 2.355938

麦５類 法第 106
条第１項

第１号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

30 

― 7.142 3.363882

100
分の

40 

5.517 2.631609

100
分の

50 

4.065 1.979655

法第 106
条第１項

第２号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

20 

― 7.408 3.481760

100
分の

30 

5.337 2.551086

100
分の

40 

3.828 1.871892

法第 106
条第１項

第３号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

10 

― 9.498 4.426068

100
分の

20 

7.116 3.351636

100
分の

30 

5.142 2.463018



法第 150
条の３の

３第１項

に規定す

る金額を

共済金額

とする農

作物共済

100
分の

90 

― 9.025 4.214675

100
分の

80 

6.748 3.185056

100
分の

70 

4.898 2.355938

注１ 「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金

の交付に関する法律（平成 18 年法律第 88 号）第 5 条第 1 項の規定に基づき同法
第 3 条第 1 項第 2 号の交付金の交付金の交付の申請をする者であって、同法第 2
条第 4 項各号に掲げる要件に該当するものをいう。）が耕作の業務を営む耕地に
係る麦をいう。

注２ 「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係

る麦をいう。

注３ 「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地

に係る麦をいう。

注４ 秋まき麦において、麦１類～４類に属しない共済目的の種類は麦５類とする。



津市告示第２６８号 

平成２７年産麦に係る農作物共済（災害収入共済方式）の共済金の支払額を

決定したので、津市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）第４１条

の規定により、農作物共済加入者ごとに共済金の支払額、農作物共済減収量、

共済金の支払期日及び共済金の支払方法を次のとおり公表する。 

平成２７年１１月２７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

共済金支払額及び減収量等一覧 

加入者 地域 地区 
共済金支払額 

 （円）

減収量 

(㎏)
支払期日 支払方法 

Ａ 津 旧津 33,298 4,818 

平成 27 年 

11 月 30 日 
口座振込 

Ｂ 津 一身田 126,007 2,361 

Ｃ 津 安東 73,221 4,740 

Ｄ 津 神戸 94,371 11,593 

Ｅ 津 神戸 69,730 5,005 

Ｆ 津 神戸 17,279 3,114 

Ｇ 津 櫛形 1,556,873 22,760 

Ｈ 芸濃 明 182,727 2,890 

Ｉ 安濃 安濃 452,351 6,025 

Ｊ 美里 辰水 37,794 2,364 

Ｋ 白山 家城 600,852 11,013 

Ｌ 白山 川口 772,971 18,254 

Ｍ 久居 榊原 209,589 18,682 

１３人 計 4,227,063 113,619



津市告示第２６９号 

 下記の者の固定資産税都市計画税の督促状は、あてどころ不明のため、送達

することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２７年１１月３０日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○○ 

○ ○○○ 固定資産税都市計画税

督促状平成２６年度１

期から平成２７年度２

期 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



































































津市公告第１３１号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２７年１１月２４日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２７年１１月１７日

２ 抑留期間 平成２７年１１月２６日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 
津市白山町

八対野 
北海道犬 茶 雄 中 

９１日

以上 
首輪あり 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１３２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２７年１１月２４日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２７年１１月１９日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市藤方字浜替535番 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市藤方1340番地1 

  松尾 清末 











津市公告第１３４号

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１

項の規定により津市農業振興地域整備計画を別冊のとおり変更し、同条第４項

において準用する同法第１１条第２項の規定により提出された意見書の要旨及

び当該意見書の処理の結果を別紙のとおり公告します。

なお、別冊及び別紙は省略し、津市農林水産部農林水産政策課に備え置いて

縦覧に供します。

  平成２７年１１月３０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市上下水道事業告示第１８号

津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。

  平成２７年１１月１９日

             津市上下水道事業管理者  佐 治 輝 明

指定した工事店

工 事 店 名 所 在 地 指  定  期  間

有限会社

六助

志摩市大王町波切

１２７２番地１

平成２７年１２月 １日から

平成３１年 ３月３１日まで



津市上下水道事業公告第２１号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２７年１１月１６日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

記 

別紙のとおり 







津市上下水道事業公告第２２号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２７年１１月３０日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

記 

別紙のとおり 











- 1 - 

津市監査委員告示第１１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項、第４項、第５項

及び第７項の規定に基づき実施した監査の結果に関する報告を、同条第９項の

規定により次のとおり公表する。 

  平成２７年１１月２４日 

                 津市監査委員 高 松 和 也 

                                  津市監査委員  駒 田 修 一 

                                  津市監査委員 安 藤 友 昭 

                                  津市監査委員 倉 田 寛 次 

第１ 監査の対象部局等 

  １ 地方自治法第１９９条第２項及び第４項に基づく監査（以下「定期監

査及び行政監査」という。） 

    本件監査の結果に関する報告の対象となる定期監査及び行政監査の対

象部局等は、次のとおりである。 

  （１）部局 

 三重短期大学事務局（大学総務課、学生部、附属図書館） 

（２）市立保育所 

ア 高茶屋保育園

イ 北口保育園 

ウ 野村保育園 

エ こべき保育園 

オ 安濃保育園 

カ 高野保育園 

  （３）市立学校・市立幼稚園 

    ア 市立中学校 

    （ア）久居中学校 

イ 市立小学校 

    （ア）桃園小学校 

    （イ）戸木小学校 

    （ウ）一志東小学校 

    （エ）一志西小学校 
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    （オ）川口小学校 

    （カ）倭小学校 

    （キ）八ツ山小学校 

    （ク）美杉小学校 

    ウ 市立幼稚園 

    （ア）高茶屋幼稚園 

（イ）巽ヶ丘幼稚園 

    （ウ）桃園幼稚園 

    （エ）戸木幼稚園 

    （オ）川合幼稚園     

  ２ 地方自治法第１９９条第５項に基づく監査（以下「随時監査」という。） 

    随時監査の対象としたのは、平成２７年４月現在施工中の次の工事（繰

越明許費に係る工事）である。 

（１）平成２５年度環施補継第１号 （仮称）津市リサイクルセンター建

設工事（工事場所：片田田中町地内 所管部局：環境部環境施設課）

（２）平成２４年度環新補継第１号 津市新最終処分場等施設建設工事

（工事場所：美杉町下之川地内 所管部局：環境部新最終処分場建設推

進課） 

３ 地方自治法第１９９条第７項に基づく監査（以下「財政援助団体等監

査」という。） 

財政援助団体等監査の対象としたのは、次のとおりである。 

（１）財政援助団体の監査 

ア 新雲出川物語推進委員会（財政援助の内容：山・川・海ネットワ

ーク事業負担金の交付 所管部局：環境部環境政策課） 

イ 榊原温泉振興協会（財政援助の内容：榊原温泉振興協会補助金の

交付 所管部局：久居総合支所地域振興課） 

ウ 津市商工会（財政援助の内容：津商工会議所等事業補助金の交付 

所管部局：商工観光部商業振興労政課） 

エ GeinoXmas 実行委員会（財政援助の内容：地域かがやきプログラ

ム事業補助金（GeinoXmas 事業）の交付 所管部局：芸濃総合支所

地域振興課） 

オ 一般社団法人津市観光協会（財政援助の内容：観光協会事業補助 

金の交付 所管部局：商工観光部観光振興課） 

カ 特定非営利活動法人バスネット津（財政援助の内容：特定非営利
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活動法人等自主運行バス事業補助金の交付 所管部局：都市計画部

交通政策課） 

キ フェスタ in かわげ実行委員会（財政援助の内容：地域かがやきプ

ログラム事業補助金（フェスタ in かわげ事業）の交付 所管部局：

河芸総合支所地域振興課） 

ク ふれあいのかおり実行委員会（財政援助の内容：地域かがやきプ

ログラム事業補助金（ふれあいのかおり事業）の交付 所管部局：

香良洲総合支所地域振興課） 

ケ 社会福祉法人藤水福祉会（風の子藤水保育園）（財政援助の内容：

地域子育て支援拠点事業補助金及び延長保育事業補助金の交付 所

管部局：健康福祉部子育て推進課） 

コ 社会福祉法人津市社会福祉協議会（財政援助の内容：社会福祉協

議会運営事業補助金の交付 所管部局：健康福祉部福祉政策課） 

（２）出資団体の監査 

ア 津市土地開発公社（所管部局：政策財務部財産管理課) 

イ 株式会社津センターパレス(所管部局：商工観光部商業振興労政

課） 

（３）指定管理者の監査 

ア 津市体育施設運営管理共同事業体（対象施設：津市体育館ほか 

１１施設 所管部局：スポーツ文化振興部スポーツ振興課） 

イ 特定非営利活動法人津子どもＮＰＯセンター（対象施設：津市ま

ん中こども館 所管部局：健康福祉部こども支援課） 

ウ 社会福祉法人津市社会福祉事業団（対象施設：津市まん中老人福

祉センター 所管部局：健康福祉部高齢福祉課） 

エ 社会福祉法人津市社会福祉事業団（対象施設：津市北部市民セン

ター 所管部局：健康福祉部福祉政策課） 

第２ 監査の対象年度及び事項 

   監査の対象年度及び事項は、次のとおりである。 

１ 定期監査及び行政監査 

平成２７年７月以前に監査を実施した市立保育所及び市立学校・市立

幼稚園については、原則として平成２６年度の財務及び事務の執行を対

象とし、同年９月に監査を実施した三重短期大学事務局については、原
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則として平成２７年度の財務及び事務の執行を対象とした。 

２ 随時監査 

監査対象工事に係る財務の執行を対象とした。 

 ３ 財政援助団体等監査 

（１）財政援助団体の監査 

主に平成２３年度から平成２５年度までの市の財政援助に係る出

納その他の事務の執行を対象とした。 

（２）出資団体の監査 

主に平成２３年度から平成２５年度までの出資団体における出納

その他の事務の執行を対象とした。 

（３）指定管理者の監査 

主に平成２３年度から平成２５年度までの指定管理に係る出納そ

の他の事務の執行を対象とした。 

第３ 監査委員の除斥 

平成２３年４月１日から平成２３年６月２８日までの間において一般社

団法人津市観光協会理事、平成２３年４月 1 日から平成２４年６月３０日

までの間において津市土地開発公社監事の職にあった監査委員の高松和也

について、地方自治法第１９９条の２の規定により、一般社団法人津市観

光協会及び津市土地開発公社の当該期間における財務及び事務の監査につ

いては除斥した。 

第４ 監査の期間 

監査の期間は、平成２７年４月１１日から同年１１月１３日までである。 

第５ 監査の方法 

監査の方法は、監査の種別ごとに主に次の諸点に着眼し、監査対象部局

等から提出を受けた資料、関係諸帳簿等を調査するとともに、関係職員に

説明を求めた。

また、随時監査にあっては、所管部局から提出を受けた資料のほか、設

計方針、積算、契約、施工計画、施工管理、出来形等の関係書類を調査す

るとともに、現地調査を実施し、所管部局の職員及び工事請負業者に説明

を求めた。
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なお、工事技術調査業務を協同組合総合技術士連合に委託し、その調査

報告書を参考とした。

  １ 定期監査及び行政監査 

（１）予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。 

（２） 会計及び事務処理は、法令等の規定に基づき適正に行われているか。 

（３）現金の取扱いは、適正に行われているか。 

（４）財産の管理は、適正に行われているか。 

（５）各種の帳簿、書類の記帳、保管等は、適正に行われているか。 

（６）事務事業は、効率的かつ効果的に行われているか。 

  ２ 随時監査 

（１) 仕様書、図面及び設計図書は、適切に作成されているか。 

（２） 積算の数量及び金額は、正確で、算出根拠は、明確となっているか。 

（３） 施工計画は、適切に作成され、工程管理は、適切に行われているか。 

（４）各種検査、材料試験等は、適切に行われ、記録は整備・記帳されて

いるか。 

（５）現場の安全管理及び現場周辺への安全対策は、適切に行われている

か。 

  ３ 財政援助団体等監査 

  （１）財政援助団体の監査 

ア 財政援助団体関係 

（ア）補助金等交付対象事業は、事業計画、補助金等の交付条件に従

って実施されているか。 

（イ）補助金等に係る会計処理及び精算は、適正に行われているか。 

（ウ）関係諸帳簿及び支払証書は、適正に整備・記帳されているか。 

イ 所管部局関係 

（ア）補助金等充当経費の内容確認、交付条件の履行確認及び補助効

果の検証は、適正に行われているか。 

（イ）補助金等の額は、経済的に妥当なものとなっているか。 

  （２）出資団体の監査 

ア 出資団体関係 

（ア）経営成績及び財政状態は良好か。 

（イ）会計処理及び財産管理は、適正に行われているか。 

（ウ）関係諸帳簿及び支払証書は、適正に整備・記帳されているか。 
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イ 所管部局関係 

出資団体の経営成績等を十分に把握し、必要に応じて、出資者と

して適正に権利を行使しているか。 

  （３）指定管理者の監査 

ア 指定管理者関係 

（ア）指定管理は、条例、協定書等の規定に基づき、適正かつ効率的

に行われているか。 

（イ）指定管理に係る会計処理及び財産管理は、適正に行われてい 

るか。 

イ 所管部局関係 

（ア）指定管理者の指定は、適正かつ公正に行われているか。 

（イ）指定管理者に対し適時に報告を求め、必要に応じて、調査し、

又は指示を行っているか。 

第６ 監査の結果 

監査の結果、監査対象部局等における財務及び事務の執行のうち、その

是正措置を講じることなどを求める事項（極めて軽微な事項及び既に措置

が講じられた事項を除く。）については、次に記載するとおりである。これ

らの事項がない監査対象部局等については、特に記載していない。 

なお、市長その他関係のある執行機関は、当該監査の結果に基づき、又

はこれを参考として措置を講じたときは、地方自治法第１９９条第１２項

の規定に基づき、その旨を監査委員に通知されたい。 

 １ 財政援助団体等監査 

（１）財政援助団体の監査 

    ア 一般社団法人津市観光協会（所管部局：商工観光部観光振興課） 

財政援助の概要及び指摘事項は、次のとおりである。 

    （ア）財政援助の概要 

財政援助の内容 津市商工業振興等関係補助金（津市観光協会事業補助

金）の交付 

交 付 目 的 観光事業の振興を図り、産業経済の発展向上に資する

ため 

交 付 率 予算の範囲内 
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交 付 対 象 経 費 観光振興事業、観光宣伝事業、運営サービス事業の事

業費及び一般事務費の管理費 

交 付 額 平 成 ２ ３ 年 度 ４１，０００，０００円

平 成 ２ ４ 年 度 ５３，５００，０００円

平 成 ２ ５ 年 度 ５３，５００，０００円

    （イ）指摘事項 

一般社団法人津市観光協会の監査にあたっては、平成２７年２ 

月２４日付け監査結果における指摘内容も踏まえ、同協会における

経理事務の流れや津市観光協会事業補助金の実績報告に係る事務

処理について、同協会が指導を受ける会計事務所職員の同席のもと、

振替伝票や総勘定元帳など財務諸表の作成過程や実績報告書の作

成方法を確認した。 

その結果、同協会における経理事務は適切に行われており、財

務諸表についても適正なものであった。 

また、財務諸表をもとに補助対象や補助金額など補助金の充当を 

明らかにした３会計（公益事業会計・収益事業会計・法人会計の３ 

会計）の収支決算書がそれぞれ作成され、実績報告書に転記されて 

いることを確認した。   

しかし、平成２４年度津市観光協会事業補助金については、実績 

報告に転記する段階で誤りがあったことを改めて確認したととも 

に、すでに是正はされているが、その他に実績報告書において現金

支出を伴わない減価償却費が計上されるという不適切な取り扱い

が確認され、更に平成２５年度津市観光協会事業補助金において、

津駅前観光案内所の物品販売部分に係る費用の会計区分に不適切

な取り扱いがあったことが確認されたので、同協会に対し厳格な事

務処理の徹底と観光振興課との連携強化を指導した。    

第７ 監査意見

  一部の財政援助団体の委託契約事務において、複数業者から見積書を徴

取せずに一業者と随意契約を行っている事例が見受けられた。当該業務を

行うことができる業者については他にも存在すると考えられることから、

当該経費の財源は市からの補助金で賄われていることに鑑みて、複数業者

から見積書を徴取しその内容を比較するなど、財政援助団体においては、
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最少の経費で最大の効果を発揮できるよう全般の事務執行に留意されたい。

また、所管部局にあっても、より効率的、効果的な補助金の執行につい

て、財政援助団体への指導助言に努められたい。


